
○

’
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

で
き
な
い
。

一

前
堰
の

石
の
ほ
か

生
公
南
〈
考
至
手
屋
屋

采
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
園
検
事
α
属
す

硬
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
（
年
齢

斗
矧
。
割
判
引
呵
割
荊
囚
別
１
１
引
荊
副
叫
可
。
充
て
る
。

上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て

の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以

棗|名

穣
事
正
の
拒
芹

の
庁
の
職
員
券

の
法
律
の
定
め

Ｈ
止
對

例
の
缶
官
鐸

手
。
．

手｜崖

仁
７ 到

牌
豚
車

一

号

虻
乞
凹
已

ソdノJ

宝児股
の
｛
目
ヰ

へ

第
四
条
関
係

ｘ
公
決
主
尹
▽

のイ

織り
昌「

■ － 1ｰ ､

為 、0 ’

…

で
き
な
い
。

7）0

恢
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
桧

胤
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各

Ｌ
罠
す
る
険
事
又
は
副
険
事

恢
事
正
の
拒
芹

の
庁
の
職
員
券

の
法
律
の
定
油

上
の
坐
恢
事
又

吊
公
央
表
示
奇
自
信
合

明
の
管
捧

媚
医
畔
誕
皿
感
冒

〉
公
訣
幸
聿
尼

Lr届

翁α
写171

到
蛉
豚
車

へ

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

到
牌
塀
聿

副
砕
恢
幸
手
α
巨

瀕
死
一
呂
井

のイ

職0
昌F

■ － 9ー 、

あ 、0 ’
ー
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’②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○
第
三
十
条
（
略
）

第
三
十
一
条

第
一
条
（
略
）

命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

（
削
る
）

す
る
。

き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の
特
例

を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
条
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
附

附

則

第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二

退
官

’’ 第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

口 口
第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

。
第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二

第
三
十
二
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を

定
め
る
。

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
四
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官

す
る
。

（
新
設
）

’

1
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の
特
例

を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

院
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事

十
条
及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条

附

則

の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

削
除

’
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’
第
二
条
（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

②’ 第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

床

す
る
。 α

送
罫
そ
め
他
の
行
強

71

才
孔
Ⅳ
皇
ｐ
Ｈ
旧
汽
皿
ｖ

ｌ
串
に
お

長
又
掴
自
扉
濤

Ｉ
の
他
の
行
為

#'1

護
士
試
椎
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の

難
玄’

乢
糾
吐
広
｛
伺
蚤

α
受
銅ｌ
宥
尺
寄
子
、

二
１
Ｊ
『
胡
《

’又ま
』
／
半
，
ｊ
Ｊ
４
ｌ
〔
Ｕ

ｌ
含
各
斧
一
首 洞誹

＝一一一一－町一一一三一＝一一 r一
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（
削
る
）

（
削
る
）

第
三
十
八
条
の
二

’
笥
訓
刺
劉
細
刷
創
矧
個
訓
則
惇
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な

■

■

■

■

ｌ

■

■

Ｈ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

え

考

試

を

経

た

も

の

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終

修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。1

口判事、台湾総督府法院検察官、台湾総督府法院判官、

■

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

１

関

東

法

院

検

察

官

、

関

東

法

院

判

官

、

南

洋

庁

検

事

若

し

く

は

諸

島

及

び

大

東

諸

島

に

関

す

る

日

本

国

と

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

と

（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、

護

ロ

１

弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球

十
六
詰
宣
目

一一
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（
削
る
）

（
削
る
）

I!II
31第

三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の

第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市 ！

数
の
う
ち
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得II|

所詞調側局團尋谷ほ琉

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。球

高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た

数
に
限
る
。

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
に
あ
っ
た
者
と
み
な
す

あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す
る
。

は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と

町
村
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規

ｰ

q

羊

沖

縄

法

令

の

規

定

に

よ

る

裁

判

所

調

査

官

、

琉

球

上

訴

裁

判

す'重'1
雪|ﾎ呈|皆|士

⑥

鞠了
一
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第
三
条I

第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

度
（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前

は
、

て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
四
十
条口

第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判

第
四
十
二
条
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の

二
耕
設
）

（
新
設
） Ｉ

す
る
。

｡|事
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在

る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と

§’
所
書
記
の
職
に
在
っ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官

法
律
中
「
検
事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管
轄
裁
判
所
ノ
検
事

ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

」
を
「
管
轄
裁
判
所
二
対
応
ス
ル
検
察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙

の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
現

こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検
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三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の

三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
｜
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上

げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸

給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

側
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
卜
二
号
）
附
則
第
十
九
項
か

ら
第
二
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十

提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

前
日
ま
で
の
間
に

非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の

基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に
定
年
に
よ
り

退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す

る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年

齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及

び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を

年
度
に
お
州
で
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思

の
確
認
を
行
う
剴
叫
一
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が

定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該
準
則
で
定

め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

’
第
一
条
（
略
）

（
削
る
）

第
二
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
一

年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
い
か
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
条

（
削
る
）

附

へ

略
一

則

改

正

案

一
十
二

若
し

第
五
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
六
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
俸
給
そ
の
他
の
給
与
（
旅
費

を
除
く
。
）
は
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
に
遡
及
し
て
こ
れ

を
支
給
す
る
。

２
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
す
で
に
支
給
さ
れ
た
俸
給
そ

の
他
の
給
与
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
給

そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
し
、
こ
れ
を
超
え
る
額
（
退
職

手
当
及
び
死
亡
賜
金
に
か
か
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
は
、

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
給
与
と
み
な
す

０
第
七
条
検
察
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
六
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

第
八
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

の
如
何
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分

の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
三
万
四
千
円
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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’
第
四
条

床
玉
丞
〈
払
似
壷
手
及
Ｕ
『
圃
緒

… へ

略

脾
月
穰
は
、

告
口
の
翌
円

ヨ10

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
。
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
・
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
。
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

る
。

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）
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21３
前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、

第
六
条 検

察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命

さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
で
定
ゐ
る
者
を

誰 口
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
特

定
日
に
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
’
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
句
測

る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か

、
同
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

算
出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
銅
早
ｑ
ｌ

除
く
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の
受
け

と
す
る
。

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

う
降
給
」
と
あ
剖
創
の
ぱ
「
伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
箒

て
得
た
額
（
当
該
額
に

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中

「
前
三
条
『
ど
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に

前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

と
、
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
九
条
第
一
項
中
「
伴

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

同
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）
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条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
Ｉ

２
前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
刎
特
殊
性
に
基
づ
い
て
１
同
法
の

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。
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○
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

附
則

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え

）
４
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
．
と
す
る
」
と

あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
二
｜
号
）
第
五
条
第
二
阻
佐

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
ぬ
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同

項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

５
第
二
ｈ
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察

官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で

及
び
附
則
第
四
項
」
ｌ
ｕ
す
る
↑

改

正

案

へ へ

新 新
斗
亟
）

三J~L

口又
一"

附
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○
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
三
卜
条
関
係
）

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）

第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
ゞ
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
？
）
を
い

う
ゞ
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
？
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
＆
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
１
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法

第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
第
「
項
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二

１
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
卜
八

条
第
》
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
’
五
年
法
律
第
二
百

改

正

案

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）

第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
い
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
’
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
閨
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
§
）
を
い

う
‐
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
〔
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
口
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
ニ
ト
ニ
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
卜
八
条
各
号
、
同
法

第
七
卜
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
の
定
め
る
事
由

、
同
法
第
上
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
一
一
１
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
一
一

’
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
上
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
卜
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
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六
十
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

２
（
略
）

六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
↓
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

２
（
略
）
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
Ｌ
年
法
律
第
百
１
八
号
）
（
附
則
第
Ａ
条
関
係
）

附
則
附
則

〈
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
第
三
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者

で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸
で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
一
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
一
‐
基
準
額
」
と
り
捨
て
た
額
と
す
る
以
下
こ
の
増
〈
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

↓
ぅ
）
に
達
し
な
い
｝
一
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六
↓
う
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

年
二
一
月
三
一
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
年
三
月
二
一
十
《
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等
額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
問
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
１
日
検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
’
’
一
年
三
月
二
一
十
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
ゞ
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る

検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
定
め
る
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
第
九
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
号
若
し
く
は
一
・

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
卜
八
号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
白
分
ｍ
九
十
八

・
九
四
・
九
四

二
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か
一
一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
一

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

改

IE

案

現

行 （
傍
線
部
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は
改
正
部
分
）
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ワ
ー
。
ｑ
〕

（
略
）

を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
九
ゞ

2

を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
九
・
’

3

一弓

略
一
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Ｌ
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
Ｂ
条
関
係
）

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
ゞ
た
だ
し
、
第
二
条
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
次
条
及
び
附
則
第
四

条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
一
一
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則

第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

ブ
（
》
ぐ

改

| I

案

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旧
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
釧
洲
ら
附
則
第
六
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

〈
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

の
適
用
の
特
例
）

第
三
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
卜
六
年
三
月
三
ト
ー
日
ま
で
の
間
（
次
条
及
び
附
則
第
四

条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
．
）
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
↓
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
的
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
卜

条
第
一
項
及
び
同
法
第
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
い
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
い
計
算
し
た
額
と
す

ブ
（
》
Ｋ

現

〆一

ｲ丁 （
傍
線
部
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（
削
る
）

（
削
る
）

第
四
条
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
法

科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
耐
他
の
般
職
の
国
家

公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号

）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
中
「
同
法
第
卜
九
条

」
と
あ
る
の
は
「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務

員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
二
号
）
第
九
条
第
三
項
」
と
、
同
法
第
卜
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
中
「
期
末
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
期
末
手
当
の

額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法

律
第
十
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
項
の
規
定
に
よ

（
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般

職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
の
特
例
）

第
三
条
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
国

際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
条
第

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
期
末
手
当
」
と

あ
る
の
は
、
「
期
末
手
当
の
額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
検

察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
》
項
及
び
同
法

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
哉
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

を
減
じ
た
額
当
寸
る
”
）
」
と
す
る
（

（
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検

察
官
そ
の
他
の
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

の
適
用
の
特
例
）
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（
端
数
計
算
）

第
三
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
赤

、
副
ス
ご

（
端
数
計
算
）

第
五
条
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る

（
政
令

第
六
条

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
一

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
防
る

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ぽ
か
‐
．

へ
の
委
任
）

当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
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